
退税商品的区别

在日本滞留时间不超过6个月，外国国籍
的非居民者，拥有 "短期居留"、"外交 "
或 "官方 "的在留资格者。

非居住者

本人护照等

购物收据

同一日在适用退税商店的合计购买金额 馆内适用退税商店的同一日合计购买金额

5,000日元以上（不含税） 5,000日元以上（不含税）
单一适用退税商店

50万日元以下（不含税）

若想办理退税，须在馆内的退税手续柜台办理规定的手续。

关于退税手续

请出示要办理退税的商品、购物收据、
本人护照等。1

STEP

适用退税者 手续方法

所須文件

簡

将返还适用退税商品的消费税。3
STEP

消耗品将会放入专用的袋子或箱子之后交给您。
在出境前请勿打开袋子。4

STEP

请接受确认事项的说明。2
STEP

从日本出境时请向海关出示护照和所购买的物品。5
STEP

免税をご希望の際は、館内にある免税手続カウンターにて所定の手続きが必要になります。

免税手続きについて

対象者

必要書類

免税商品の区別

手続き方法

非居住者

免税にしたい商品、そのレシート、ご本人のパスポート等をご提示ください。

確認事項の説明を受けて下さい。

免税対象品の消費税払戻を受けます。

消耗品は指定の袋または箱に入れてお渡しいたします。出国するまで袋を開けないでください。

出国の際にパスポート等と購入物品を税関に提示してください。

ご本人のパスポート等

レシート

●消耗品禁止在日本滞留期间使用。

●从日本出境时请向海关出示护照和所购买的物品。

消耗品は日本滞在中は使用できません。

出国の際にパスポート等と購入物品を税関に提示してください。

家电、相机

化妆品
食品

糕点

饮料 药品

钟表、首饰 礼品

衣服 皮包、鞋子

一般物品 消耗品
一般物品 消耗品

但是，当一般商品的包装显示出它并不会在日本国内被使用时，

即可与消耗品合并计算。在此情况下，适用消耗品的相关规定。

ただし、一般物品を日本国内で使用しないように包装した場合、消耗品との合算
が可能となります。この場合消耗品と同じ要件になります。

日本に入国して６カ月未満の、外国籍を有する非居住者で
「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者


